
資料－１

四国地方小委員会及び
計画段階評価について

令和４年１２月２日

国土交通省 四国地方整備局



四国地方小委員会について

１．目的

直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的・効果的な実施に関し、

意見を聴取すること等を目的として設置

２．主な議題等

①新規事業採択時評価

②計画段階評価

③地域の道路事業の効率的・効果的な実施について意見聴取
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四国地方小委員会について
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社会資本整備審議会道路分科会 四国地方小委員会運営規則

（趣旨）
第１条 本規則は、「社会資本整備審議会道路分科会運営規則」（平成22年8月3日道路分科

会長決定）に基づいて設置する地方小委員会（以下「小委員会」という。）の組織、
委員、会議、庶務その他委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

（小委員会の事務）
第２条 小委員会は、社会資本整備審議会道路分科会長（以下「分科会長」という。）の指

名に基づき、以下の事務を行う。
１ 直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的・効果的な実施に関し、四

国地方整備局（以下「整備局」という。）からの報告を受けること。
２ 整備局の報告に対し意見がある場合には、分科会長に対してその具申を行うこと。

（小委員会の委員及び組織）
第３条 小委員会に属すべき委員等（社会資本整備審議会令（平成十二年六月七日政令第二

百九十九号）第４条第５項の「委員等」という。以下同じ。）は、道路分科会に属す
る委員等のうちから、道路分科会長が指名する。

２ 委員等は、１０名以内で組織する。
３ 委員等の任期は、２年とする。
４ 委員等は、再任されることができる。

（会議の成立条件）
第４条 会議は委員等の三分の一以上の出席がなければ開催することができない。

（審議過程の透明性の確保）
第５条 小委員会における審議過程の透明性の確保を図るため、委員等の氏名、会議の開催

についてはあらかじめ公表するものとする。
２ 小委員会の審議については、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、個

人情報等を一時的に取り扱う場合等、委員長が必要と認める場合には、非公開とする
ことができる。なお、委員等は非公開の事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏ら
してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

３ 小委員会の会議に提出された資料等については、会議終了後、速やかに公表するも
のとする。ただし、個人情報等で公表することが、適切でない資料等については、公
表しないものとする。

（小委員会の庶務）
第６条 小委員会の庶務は、整備局道路部路政課において処理する。

附 則
この規則は、平成２２年１１月２９日から施行する。
一部改正 平成２８年１２月１３日
一部改正 令和３年１２月９日

社会資本整備審議会 道路分科会

四国地方小委員会 委員名簿

大西 玉喜 四国経済連合会 専務理事

倉内 慎也 愛媛大学大学院理工学研究科生産環境工学専攻 准教授

近藤 明子 四国大学経営情報学部メディア情報学科 准教授

西内 裕晶 高知工科大学システム工学群 准教授

野々村 敦子 香川大学創造工学部創造工学科 教授

畠中 智子 高知のまちづくりを考える会 代表

羽鳥 剛史 愛媛大学社会共創学部環境デザイン学科 准教授

委員長 山中 英生 徳島大学大学院社会産業理工学研究部 教授

※敬称略、五十音順
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計画段階評価について

■評価の視点

①事業目的となる解決すべき課題・背景を把握し、その原因を分析する。

②達成すべき政策目標を明確化する。

③政策目標に応じて必要な評価項目を設定し、事業内容の妥当性等について、複数案を提示した上で、具体的

データやコスト等により比較、評価を行う。
「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領 第5 3」
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○ステップ毎に住民・関係者等へ情報提供や意見聴取。

意
見
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※必要がある場合
意
見

都道府県・政令市等

第三者委員会
（四国地方小委員会）
（事業評価部会）
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■計画段階評価手続きの進め方、スケジュール（案）

四国地方小委員会
【令和4年１２月】

■計画段階評価手続き
の進め方、スケジュール
（案）

■地域、道路の現状と
課題

■意見聴取方法

意見聴取

（第１回）

○地域、道路の課題

◆意見聴取方法
〈ヒアリング〉
対象者：関係自治体・団

体

〈アンケート〉
対象者：地域住民

企業等
道路利用者等

四国地方小委員会
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の
決
定

（概
略
ル
ー
ト
、
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造
等
）

地 方 小 委 員 会

地域住民や道路利用者の意見を聴きながら、道路計画〔概略ルート、構造等〕について検討を行う。
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※各段階で随時自治体と調整

計画段階評価について
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